
出前講座

令和６年度

【申込み・問い合わせ先】袖ケ浦市教育委員会 生涯学習課

【電 話】62-3743【ＦＡＸ】63-9680【Eメール】sode30@city.sodegaura.chiba.jp

QR★一部、担当課に直接お申込みいただく講座があります

★出前講座メニュー有効期間は、令和6年4月1日～令和7年3月31日まで

★出前講座メニュー内容は、期間中に更新される場合があります

・開講日の20日前までに、生涯学習課へ申込書を提出

※申込書は、袖ケ浦市生涯学習課のホームページからダウンロードできます

・右下のQRコードから応募・申請が出来ます

※ＦＡＸ、メールでも申込み可

その他

申込み方法

袖ケ浦市職員

市政の情報を皆様の学習に役立てていただくため、地域の学習会に

職員が講師として出向き、市の事業や施策などをご説明する事業です。

市内在住・在勤・在学している10人以上の団体
（個人の申込みや、営利目的などでの利用は不可）

午前9時から午後9時までの2時間以内
（年末 12月29日～年始 1月3日を除く）

市内の交流センター、集会所などの施設
（会場は団体で、ご用意ください）

原則無料
（教材費などが発生する場合は、実費負担あり）

対 象

開催日時

会 場

費 用


